
PAZ圏内から避難先（避難経由所）までの主な経路

 自然災害等により避難経路が使用できない場合を想定して、あらかじめ複数の経路を設定。
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第1経路
国道197号→国道378号→国道56号

第2経路
国道197号→国道56号

第3経路
国道197号→ 高速道路→国道56号

伊方地域
5,337人

瀬戸地域
159人

避難経由所
（松前公園）

広域避難所（松前町）
：松前公園体育館

：松前小学校

：松前中学校

：北伊予小学校

：北伊予中学校

：岡田小学校

：岡田中学校

：県立伊予高校
：健康増進ｾﾝﾀｰ

：松前総合文化ｾﾝﾀｰ
：東公民館
：西公民館
：北公民館

ま さき

ま さき

ま さき ちょう

ま さき

ま さき

ま さき

きた い よ

きた い よ

おか だ

おか だ

い よ

せ と

い かた
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避難を円滑に行うための対応策①

 PAZ及びUPZ圏内の住民の車両による避難を円滑に行うため、停電時に備えた自家発電機付の信号

機や愛媛県、伊方町及び県警による主要交差点における交通整理・誘導、「避難誘導・交通規制用自
動制御告示板」等を活用した広報等の交通対策を行う。

 交通誘導対策
自家発電機付の信号機の設置や主要交差点等における町

職員や県警職員等の交通整理により、円滑な避難誘導を実施

 交通広報対策
県警が配置した拡声器と音声合成装置を内蔵した「避難誘

導・交通規制用自動制御告知板」等による広報を実施

 交通規制対策
主要交差点（29箇所）における信号機操作、混雑ｴﾘｱで交通

整理・誘導・規制等による円滑な交通流の確保

伊方地域における交通対策

【自家発電機付の信号機】

広域避難路に9箇所設置

【避難誘導・交通規制用自動
制御告示板】

拡声器と音声合成装置を内
蔵。広域避難路に８箇所設置

【凡例】

自家発電機付信号機

避難誘導・交通規制
用自動制御告知板
交通規制地点

避難経由所
（松前公園）

ま さき

い かた ちょう

い かた



避難を円滑に行うための対応策②

 伊方町では自家用車避難を円滑に行うため、対象となる住民へ、避難車両及び安定ﾖｳ素剤の配
布状況を一目で識別するための「避難車両ｼｰﾙ」を配布することとしている。

 伊方町、対象地域の自主防災組織、民生委員、消防団等は地域ごとにﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを開催し、避難時
における、近隣世帯の乗合わせ車両を検討し、各世帯における配車計画を策定する等、円滑な避
難の対応策について検討する予定。

避難車両ｼｰﾙ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟによる配車計画等の策定
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い かた ちょう

い かた ちょう
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＜対応のﾎﾟｲﾝﾄ＞

施設敷地緊急事態及び全面緊急事態における予防避難ｴﾘｱ（4,906人）での防護措置については、
発電所や周辺の道路・港湾等の状況に応じ、多様な対応（陸路避難、海路避難、空路避難、屋内
退避）を準備し、これらの防護措置を組み合わせて対応を実施。

5． 予防避難ｴﾘｱにおける対応



愛媛県及び伊方町における初動対応
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 警戒事態が発生した段階で、避難行動要支援者の避難準備のため、愛媛県及び伊方町は、町内移

動用車両及び一時集結所、学校、福祉施設に避難用車両の手配を開始するとともに、伊方町は、

瀬戸総合体育館及び三崎総合体育館に各7名の職員を配置し、一時集結所の設営準備を開始。

 伊方町は、各集落の自主防災組織や消防団と情報共有を図り、地域ｺﾐｭﾆﾃｨと一体となった避難誘
導体制を構築。

い かた ちょう

み さきせ と

い かた ちょう

PAZ

UPZ

町内移動用車両及び一時集結所、学校、
福祉施設に避難用車両の手配を開始

：各集落ごとの集会所（町内移動用車両経由所）30箇所

三崎総合支所

現地災害対策本部

伊方町役場
い かた ちょう

災害対策本部

み さき

瀬戸総合体育館

一時集結所
せ と

三崎総合体育館

一時集結所
み さき

瀬戸総合体育館及び三崎総合体
育館に各7名の職員を配置すると

ともに、自主防災組織や消防団等
による地域ｺﾐｭﾆﾃｨと一体となった
避難誘導体制を構築

せ と み さき

瀬戸総合支所
せ と

現地災害対策本部

松前公園

避難経由所
ま さき

愛媛県庁

災害対策本部

い かた ちょう

い かた ちょう



 伊方町は、防災行政無線、広報車、CATV、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ等を活用し、住民へ情報を伝達。また、一時集結所

である瀬戸総合体育館及び三崎総合体育館に派遣された職員は、移動系防災行政無線や衛星携帯電話等により、

伊方町と情報を共有。

 消防団や自主防災組織は、住民に情報伝達を行うため、各消防団に配備している携帯端末、車載端末のﾃﾞｼﾞﾀﾙ

防災行政無線や、各地区の防災行政無線屋外拡声子局に設置された双方向通信機により、伊方町と避難者の状

況や避難誘導体制等、地域ｺﾐｭﾆﾃｨを活用した情報共有を実施。

 社会福祉施設、保育所、小中学校への情報伝達は、伊方町から実施。

住民への情報伝達
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い かた ちょう

せ と み さき

い かたちょう

い かた ちょう

い かた ちょう

伊方町役場
い かた ちょう

災害対策本部

み さき

瀬戸総合支所
せ と

現地災害対策本部

：防災行政無線屋外拡声子局配置箇所（83箇所）

消防団は移動系ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
防災行政無線等により
情報共有

三崎総合支所

現地災害対策本部

瀬戸総合体育館

一時集結所
せ と

自主防災組織は各地区の
防災行政無線屋外拡声子
局に設置された双方向通
信機により、情報共有

三崎総合体育館

一時集結所
み さき

●伊方町は、防災行政無線、
広報車、CATV等を活用し、
住民へ情報を伝達。

●一時集結所である瀬戸総

合体育館及び三崎総合体
育館に派遣された職員は、
移動系防災行政無線や衛

星携帯電話等により伊方

町と情報を共有。

み さき

せ と

い かた ちょう

い かた

ちょう

PAZ

UPZ
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想定される状況

放射性物質放出ま
で時間的猶予があ
る場合

国道197号が使用可能な場合
港湾が使用可能であり船舶が確保出来る場合

国道197号が使用可能な場合
港湾が使用不可もしくは船舶が確保出来ない場合

国道197号の一部が使用不可の場合
港湾が使用可能であり船舶が確保出来る場合

国道197号が使用不可の場合
港湾が使用可能であり船舶が確保出来る場合

国道197号が使用不可の場合
港湾が使用不可もしくは船舶が確保出来ない場合

放射性物質放出のﾘｽｸが高まった場合

予防避難ｴﾘｱにおける状況に応じた対応

【状況に応じた防護措置】

 施設敷地緊急事態及び全面緊急事態における予防避難ｴﾘｱでの防護措置については、発電所や周辺の道路・港
湾等の状況に応じ、多様な対応（陸路避難、海路避難、空路避難、屋内退避）を準備。

防護措置

陸路避難 ｹｰｽ1

陸路避難
海路避難
空路避難

ｹｰｽ2

海路避難
空路避難

ｹｰｽ3

屋内退避 ｹｰｽ4

①警戒事態：愛媛県及び伊方町が、道路や港湾等の状況を確認し、避難方法の検討を開始

②施設敷地緊急事態：防護措置の方法を決定し、住民に広報を実施

【状況の確認】
い かた ちょう

※放射性物質の放出後については、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果を踏まえて、原子力災害対策指針で定める基準（OIL）に基づき、
一時移転等の防護措置を実施。


